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解 1 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

JIS C 9335-2-207：20xx 
 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 
第 2-207 部：水電解器の個別要求事項 

解 説 

 

この解説は，規格に規定・記載した事柄を説明するもので，規格の一部ではない。 

この解説は，日本規格協会が編集・発行するものであり，これに関する問合せ先は日本規格協会である。 
 

1 今回の改正までの経緯 

この規格は，引用規格の JIS C 9335-1（以下，通則という。）を 1998 年版に限定し，2000 年に初版とし

て制定した。 

制定後の改正は，次のとおりである。 

a) 2007 年の改正 電気用品安全法の技術基準に適用される規格とするため最新規格への整合が求めら

れ，2003 年に改正された通則を基に改正した。 

b) 2018 年の改正（以下，旧規格という。） 2014 年に改正された通則を基に改正した。 

今回，一般社団法人日本ホームヘルス機器協会は，JIS 原案作成委員会を組織し，JIS 原案を審議し作成

した。 

2 今回の改正の趣旨 

今回の改正は，主に 20xx 年に改正された併読する通則への対応を図るため，改正を行った。改正にあた

っては，通則の旧規格と改正後との間の新旧差分表を作成し，改正後の通則を引用した際の問題の有無を

検証しながら改正作業を行った。 

3 審議中に特に問題となった事項 

今回のこの規格の改正審議で問題となった主な事項は，次のとおりである。 

注記 以下の細別の題名の後に括弧書きで示している箇条番号などは，規格本体の箇条番号などを示し

ている。 

a) 動作温度での漏えい電流及び耐電圧（箇条 13） 構造の箇条の 22.33 に規定している導電性液体の接

触に関する漏えい電流は，箇条 13 の動作温度での漏えい電流及び耐電圧に規定すべきではとの指摘

を受けたため，審議した結果，13.101 に規定することとした。 

b) 貯槽式機器のインターロックに関する構造（22.101） 部品の箇条の 24.101 で規定している貯槽式機

器の電解槽の蓋のインターロック機構は，構造の箇条 22 に規定すべきではとの指摘を受けたため，審
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議の結果，24.101 から 22.101 に移動し，削除した 24.101 で記載していたインターロック時に全極遮断

して電気分解を停止する要求事項を本箇条に追記した。また，傾斜時にも水に触れる恐れがあるとの

指摘があり審議した結果，電解槽の蓋のインターロックと同様の安全機能が働く構造を要求事項に追

記した。 

4 主な改正点 

主な改正点は，次のとおりである。 

a) 適用範囲（箇条 1） この規格を適用しない機器として，液体加熱機器（JIS C 9335-2-15）を，この規

格の制定時に水道接続の規定の参考としていたが，現在の JIS C 9335-2-15 は大幅な改正が行われ，水

道接続を要しない機器を対象とする規格となっているため，記載しておくのは適切でないと判断し削

除することとした。また，この規格を適用する機器は，水道に接続する機器であり，水を利用する様々

な場所で利用する可能性があるため，適用に際しての注意事項を追加した。 

b) 金属イオン系バッテリの充電（箇条 12） 通則において，バッテリ駆動機器に対する規定の全面的な

見直しが行われ，この箇条に追加されたため，この規格においても通則と同様に要求事項を追加した。 

c) 機器の動作中の漏えい電流（13.101） 保護インピーダンスを取り付けたまま試験をすることに関し

ては，8.1.4 において，保護インピーダンスで分離した部分は充電部でないとしたことで漏えい電流の

試験をしないこととなるため，保護インピーダンスを取り付けたまま漏えい電流を測定することとし

た。 

d) 貯槽式機器のインターロック（22.101）貯槽式機器の蓋のインターロック機構で，電解槽の蓋を指が

入る程度に少し開けたとき，指が電解槽の水に触れて感電しないかを検査する検査プローブについて，

通則では，これまでの検査プローブＢに加えて，JIS C 0922 で規定する検査プローブ 18 も追加された

ため，この規格でも必要と判断して追加した。また，検査プローブが入る程度に蓋を開けたときに，

全極遮断となり電気分解が停止することを確認するために，電極間，及び各電極と大地との間の電流

を 0.25 mA 以下と規定した。 

5 懸案事項 

a) クラス 0 機器を残す必要性について 
旧規格の解説では，このままクラス0機器を残す必要があるかについて懸案事項となっていた。クラ

ス0機器としては，シンクの上で使用する機器のほとんどがクラス0機器であり，当該機器は，内蔵

した絶縁変圧器又は保護インピーダンスによって絶縁を確保している。水を介して電解槽の漏えい

電流に対する試験は，クラスⅡ程度の漏えい電流を要求しており，過去，漏電事故の報告もないた

め，クラス0機器を排除する必要はないという結論になった。 

 

b) 電気分解により発生するガスや重要部品の腐食リスク 
水の電気分解により発生するガスや重要部品の腐食が生じるリスクが不十分ではとの指摘があった

が，現時点において，電気分解により発生するガス（水素・酸素・塩素）による重要部品の腐食の

問題などの報告は無いが，IEC60335-2-108（Particular requirements for electrolysers）「洗剤を使用しな

い洗浄水として使用することを意図した，低粘度のイオン液体を生成する電解槽」の規格の要求事

項を参考にするなどが必要であり，リスク等を検討し要求事項に反映させるためには相当の期間が

必要と判断し，今後の改正での課題とした。 
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6 原案作成委員会の構成表 

原案作成委員会の構成表を，次に示す。 
 

家庭用医療機器 JIS 原案作成委員会 構成表 

  
氏名 所属 

（委員長）  嶋 津 秀 昭 北陸大学 

（委員）  小 野 哲 章 滋慶医療科学大学大学院 

 〇 北 村 昭 三 一般財団法人 日本規格協会 

  谷茂岡 正 子 特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟 

  高 島 利佳子 一般財団法人 日本消費者協会 

  犬 伏 由利子 一般財団法人 消費科学センター 

  田 中 秀 和 独立行政法人 国民生活センター 

 〇 小 川 幸 雄 株式会社 白寿生科学研究所 

 〇 堀   晋 司 コロナ工業株式会社 

 〇 荒 川 長 寿 伊藤超短波株式会社 

 〇 薄   竜太郎 ピップ株式会社 

 〇 櫻 井 光 康 西川株式会社 

（関係者）  長 谷 亮 輔 経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課 

  小金井   匠 経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケ

ア産業課 医療・福祉機器産業室 

  神 沢  吉 洋 経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 

製品安全課 

（事務局）  渡 邉 裕 一 一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 

  島 村 英 清 一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 

  大 浦 浩 一 一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 

  注記 ○印は，分科会委員を兼ねる。 

   

 
家庭用医療機器安全規格検討分科会 構成表 

  
氏名 所属 

（主査）  小 川 幸 雄 株式会社 白寿生科学研究所 

（委員）  堀   晋 司 コロナ工業株式会社 

  荒 川 長 寿 伊藤超短波株式会社 

  薄   竜太郎 ピップ株式会社 

  櫻 井 光 康 西川株式会社 

  西 村 明 郎 一般財団法人 日本品質保証機構 

  内 田 政 幸 一般財団法人 電気安全環境研究所 

  大 西 弘 純 株式会社 コスモス･コーポレイション 

  北 村 昭 三 一般財団法人 日本規格協会 

（事務局）  渡 邉 裕 一 一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 

  島 村 英 清 一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 

  大 浦 浩 一 一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 

  （執筆者 堀 晋司） 
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